
財
団
・
組
合
及
び
社
団
の
結
合
構
造
（
三
）林

　
　
　
　
　
寿
　
　
　
二

　
　
　
　
　
　
第
二
　
財
団
の
結
合
構
造

　
　
　
　
　
　
　
三
　
財
団
の
事
業
構
造

　
　
　
　
　
　
　
　
Ｂ
　
は
　
じ
　
め
　
に

　
財
団
を
独
立
の
社
会
的
・
統
一
的
活
動
体
と
み
て
、
そ
の
構
造
を
分
析
し
よ
う
と
す
る
本
稿
は
、
さ
ら
に
、
財
団
事
業
の
面
か
ら

も
考
察
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

　
嘗
て
は
、
財
団
自
体
が
独
立
し
て
権
利
義
務
の
主
体
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
今
日
の
学
説
は
必
ず
し
も
一
致
し
た
見
解

を
と
っ
て
い
な
い
が
、
大
部
分
の
ロ
マ
ニ
ス
ト
は
、
受
益
者
主
体
説
、
外
部
意
思
主
体
説
等
と
相
対
峙
し
て
、
財
団
そ
の
も
の
を
主

体
と
す
る
学
説
を
主
張
し
た
、
と
い
わ
れ
如
。

　
さ
て
、
今
、
財
団
そ
の
も
の
を
活
動
体
と
す
る
場
合
で
も
、
一
体
、
ど
の
範
囲
の
構
造
を
考
え
て
い
る
の
か
と
い
う
点
に
な
る
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と
、
必
ず
も
決
定
的
な
見
解
が
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
財
団
を
構
成
す
る
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
る
も
の
に
は
、
設
立
者
の
与

え
た
財
団
意
思
（
又
は
財
団
目
的
）
と
、
そ
れ
に
結
合
す
る
一
定
の
財
産
、
更
に
、
財
団
の
管
理
者
及
び
受
益
者
の
四
者
が
あ
る
。

そ
の
と
き
、
財
団
を
、
意
思
構
成
を
中
心
と
す
る
い
わ
ば
静
的
な
状
態
に
於
て
の
み
考
察
し
て
、
財
団
意
思
と
財
産
の
結
合
体
の
み

を
以
て
財
団
組
織
と
す
る
見
解
と
、
そ
れ
に
加
う
る
に
、
財
団
の
管
理
者
又
は
受
益
者
を
含
め
た
、
事
業
活
動
を
主
と
す
る
い
わ
ば

動
的
に
観
察
し
た
も
の
を
、
財
団
と
す
る
見
解
が
あ
る
。
従
来
、
結
合
体
の
構
造
に
つ
い
て
も
、
結
合
体
意
思
を
形
成
、
変
更
し
得

る
も
の
を
「
構
成
員
Ｌ
と
な
し
、
そ
の
他
は
「
構
成
員
Ｌ
と
し
な
い
立
場
と
、
右
の
「
構
成
員
Ｌ
の
意
味
を
、
そ
れ
よ
り
広
く
考
え

て
、
管
理
者
、
受
益
者
を
も
含
め
て
「
構
成
員
Ｌ
と
す
る
立
場
と
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
ひ
。
近
時
の
団
体
理
論
で
は
、
大
多
数
が
前

者
の
見
解
を
と
る
。
し
か
し
、
後
者
の
見
解
も
法
人
理
論
で
は
行
わ
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
財
団
法
人
も
団
体
で
あ
る
、
と

い
う
主
張
が
引
出
さ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
㈲
　
財
団
意
思
の
実
行
者

　
財
団
を
一
の
組
織
体
と
み
て
、
そ
の
機
能
を
担
う
も
の
を
機
関
と
し
、
理
事
が
そ
の
執
行
機
関
及
び
代
表
機
関
と
す
る
の
が
、
近

時
の
通
例
で
あ
る
。
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財
団
に
と
っ
て
理
事
は
欠
く
こ
と
が
で
き
な
い
。
理
事
存
置
の
必
要
性
に
つ
い
て
は
、
社
団
法
人
に
つ
い
て
は
、
社
員
総
会
を
法

人
自
体
と
す
る
考
え
方
か
ら
、
「
理
事
を
持
つ
こ
と
は
法
人
の
存
在
に
関
す
る
こ
と
に
非
ず
Ｌ
と
い
う
主
張
と
も
な
り
、
社
員
総
会

を
唯
一
の
機
関
と
す
る
所
謂
不
整
頓
法
人
u
n
i
v
e
r
s
i
t
a
s

i
n
o
r
d
i
n
a
t
a
　
も
存
在
し
た
、
と
い
わ
ね
、
ま
た
、
財
団
に
は
、
意
思

機
関
が
な
い
か
ら
、
理
事
が
必
要
で
あ
り
、
近
世
法
典
の
多
く
は
理
事
の
設
置
を
必
須
要
件
と
し
た
、
と
い
引
。
理
論
も
こ
れ
を
承

け
て
、
例
え
ば
「
財
団
は
社
団
と
同
じ
よ
う
に
理
事
を
必
要
と
す
ら
Ｌ
、
「
財
団
法
人
は
一
の
理
事
団
を
持
た
ね
ば
な
ら
な
い
」
、
と

い
う
。
但
し
、
理
事
の
不
可
缺
性
と
い
う
の
は
、
単
に
、
一
時
的
の
欠
缺
に
よ
っ
て
、
財
団
が
当
然
に
、
直
ち
に
解
散
す
る
と
い
う

の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
急
ぎ
補
充
す
べ
き
こ
と
が
要
請
せ
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

　
理
事
の
任
命
は
、
原
則
と
し
て
設
立
者
（
従
っ
て
寄
附
行
為
の
規
定
）
に
よ
る
が
、
場
合
に
よ
っ
て
は
国
家
の
監
督
官
庁
等
に
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
閤

っ
て
行
わ
れ
、
立
法
例
に
よ
る
と
、
法
が
こ
れ
に
つ
い
て
何
ら
か
の
特
別
視
定
を
も
つ
場
合
で
も
、
行
わ
れ
得
る
と
い
う
。
理
事
の

任
命
権
を
も
つ
も
の
は
、
財
団
の
事
実
上
の
支
配
者
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

　
法
人
の
理
事
が
代
理
人
で
あ
る
か
代
表
機
関
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
、
争
が
あ
る
。
理
事
を
法
人
の
外
に
立
つ
第
三
者
た
る
代
理

人
と
す
る
考
え
方
が
極
め
て
長
く
支
配
し
て
い
た
と
云
わ
れ
る
が
、
今
も
な
お
代
理
人
と
す
る
立
法
も
主
張
も
あ
る
。
例
え
ば
民
法

　
（
例
、
五
四
・
四
四
・
五
七
）
も
理
事
を
代
理
人
と
す
る
し
、
B
G
B

§
2
6
Ⅱ
も
「
理
事
団
ハ
才
判
上
及
才
判
外
二
於
テ
社
団
ヲ
代
理

シ
、
法
定
代
理
人
タ
ル
ノ
地
位
ヲ
有
ス
。
理
事
団
ノ
代
理
権
ノ
範
囲
ハ
、
定
款
二
因
リ
テ
之
二
第
三
者
二
対
抗
シ
得
ベ
キ
制
限
ヲ
加

フ
ル
コ
ト
ヲ
得
」
、
と
し
、
又
`
β
は
「
社
団
ハ
、
理
事
団
、
理
事
又
ハ
其
ノ
他
ノ
組
織
法
上
ノ
代
理
人
が
職
務
執
行
二
行
為
シ
タ

ル
損
害
賠
償
義
務
ヲ
発
生
セ
シ
ム
ベ
キ
行
為
二
因
リ
テ
第
三
者
二
加
ヘ
タ
ル
損
害
二
付
、
責
ヲ
負
フ
Ｌ
、
と
い
う
。
理
論
も
、
例
え
ば

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈲

「
理
事
は
法
定
代
理
人
た
る
地
位
を
も
つ
。
彼
の
代
理
権
は
、
寄
附
行
為
又
は
…
・
：
法
律
に
よ
っ
て
制
限
し
得
る
Ｌ
、
と
す
る
。
理
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事
が
法
定
代
理
人
で
あ
る
と
い
う
主
張
に
は
、
法
律
に
明
文
の
視
定
が
あ
る
場
合
は
と
も
か
く
、
そ
の
根
拠
に
、
財
団
が
独
立
の
活

動
体
た
り
得
な
い
こ
と
、
即
ち
意
思
無
能
力
又
は
行
為
無
能
力
で
あ
る
と
す
る
こ
と
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
又
、
理
事
が
任
意

代
理
人
で
あ
る
と
す
れ
、
財
団
又
は
財
団
法
人
が
代
理
権
授
与
行
為
を
独
立
に
な
し
得
る
も
の
と
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
又
、
理

事
を
代
理
人
と
す
れ
ば
、
理
事
は
法
定
の
、
又
は
代
理
権
の
範
囲
内
の
法
律
行
為
の
み
を
行
い
得
て
、
事
実
行
為
は
で
き
な
い
。
し

か
も
、
理
事
は
彼
の
相
手
方
と
の
み
法
律
行
為
が
で
き
る
の
で
あ
っ
て
、
財
団
の
内
部
関
係
に
は
干
与
で
き
な
い
で
あ
ろ
引
。
本
稿

は
、
財
団
は
意
思
能
力
も
行
為
能
力
も
あ
る
活
動
体
と
考
え
て
、
理
事
は
、
財
団
の
代
表
機
関
で
あ
り
、
又
執
行
機
関
で
あ
る
と
考

え
る
。

　
既
に
形
成
さ
れ
た
財
団
意
思
を
実
行
す
る
も
の
に
、
機
能
上
、
二
が
存
在
す
る
。
一
は
、
財
団
の
目
的
を
、
事
業
を
通
し
て
、
専

門
的
に
、
直
接
受
益
者
に
対
し
て
実
施
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
本
稿
で
は
専
門
職
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
た
。
例
え
ば
、
学
校
の
教

師
、
寺
院
の
僧
侶
、
病
院
の
医
師
の
如
き
で
あ
る
。
民
法
以
外
の
財
団
立
法
は
専
門
職
の
必
置
を
規
定
す
る
も
の
が
多
い
が
、
民
法

は
、
小
規
模
の
財
団
の
理
事
が
通
常
こ
の
機
能
を
兼
ね
て
い
る
こ
と
、
又
は
、
か
か
る
専
門
職
は
理
事
の
補
助
機
関
と
考
え
て
い
る

こ
と
な
ど
に
よ
っ
て
、
こ
の
規
定
が
な
い
。
他
は
、
財
団
の
管
理
運
営
の
事
務
を
行
う
も
の
で
、
こ
れ
を
本
稿
は
管
理
職
と
呼
ぶ
。

民
法
そ
の
他
の
財
団
立
法
の
理
事
は
、
主
と
し
て
こ
の
職
務
を
行
う
も
の
と
し
て
予
想
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
財
団
成
立
の
沿
革
か
ら
み
る
と
、
ま
ず
、
目
的
た
る
事
業
を
直
接
受
益
者
に
実
施
す
る
専
門
職
が
生
じ
、
財
団
事
業
が
拡
大
・
繁

雑
化
す
る
に
つ
れ
て
、
財
団
の
経
営
・
管
理
を
行
う
職
が
必
要
に
な
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
専
門
職
も
、
管
理
職
も
、

元
来
、
目
的
た
る
事
業
執
行
と
い
う
一
の
も
の
か
ら
、
専
門
分
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
た
だ
こ
の
分
化
が
進
め
ば
進
む
程
、
こ
れ
ら

の
協
力
、
統
整
が
必
要
に
な
る
こ
と
は
明
か
で
あ
る
。
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近
代
の
財
団
理
』
で
は
、
例
え
ば
、
財
団
法
人
は
「
外
部
の
第
三
者
の
意
思
に
よ
っ
て
規
律
せ
ら
れ
る
キ
ャ
ラ
ク
タ
リ
ス
チ
ッ
ク

な
性
質
に
基
い
て
、
自
己
規
律
の
力
が
な
い
」
こ
と
か
ら
、
理
事
は
執
行
機
関
、
代
表
機
関
で
あ
っ
て
、
彼
は
「
其
組
織
ノ
一
部
ト

シ
テ
内
外
ノ
両
方
面
二
向
ヒ
活
動
ィ
任
ニ
当
ル
Ｌ
も
（
心
、
と
さ
れ
る
。
か
く
て
、
こ
の
見
解
か
ら
す
れ
ば
、
仮
に
、
「
理
事
ニ
寄
附

行
為
変
更
ノ
権
限
ヲ
与
へ
」
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
、
唯
、
寄
附
行
為
上
の
規
定
に
従
っ
て
、
設
立
者
の
意
思
を
実
行
す
る
に
過
ぎ

　
仰
な
い
、
と
す
る
。
従
っ
て
、
寄
附
行
為
に
規
定
の
あ
る
限
り
、
も
し
も
財
団
を
社
団
に
組
織
変
更
す
る
よ
う
な
場
合
、
実
質
的
に

は
、
財
団
の
解
散
と
新
な
社
団
の
設
立
を
併
せ
行
う
も
の
で
あ
っ
て
も
、
又
、
目
的
変
更
の
よ
う
な
、
財
団
の
基
本
的
部
分
の
変
更

で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
ら
は
寄
附
行
為
の
実
行
で
あ
っ
て
、
形
式
上
は
合
法
的
で
あ
る
と
解
せ
ら
れ
る
。

　
理
事
は
執
行
機
関
に
過
ぎ
な
い
か
ら
、
本
来
、
財
団
意
思
の
実
行
の
み
を
機
能
と
す
る
。
し
か
し
、
財
団
に
は
意
思
機
関
が
な
い

こ
と
か
ら
、
却
っ
て
、
理
事
が
意
思
機
関
的
機
能
を
も
つ
に
至
り
、
寄
附
行
為
そ
の
他
の
財
団
意
思
を
解
釈
す
る
に
際
し
て
、
意
思

形
成
的
行
為
を
す
る
こ
と
が
あ
る
。
云
う
ま
で
も
な
く
、
寄
附
行
為
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
設
立
者
の
意
思
は
、
解
釈
に
よ
っ
て
知
る

の
で
あ
る
が
、
解
釈
は
解
釈
者
の
、
例
え
ば
文
言
、
慣
習
、
法
則
等
に
よ
る
意
味
づ
け
と
し
て
行
わ
れ
、
そ
れ
を
結
果
か
ら
み
る
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
�

解
釈
者
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
、
事
実
上
の
、
現
実
的
意
思
形
成
で
あ
る
。
寄
附
行
為
の
規
定
が
簡
単
な
場
合
は
、
特
に
こ
れ
の
行
わ

れ
る
余
地
が
大
き
い
。
但
し
、
実
質
的
に
意
思
形
成
的
機
能
を
果
す
と
し
て
も
、
理
事
は
意
思
機
関
で
は
な
い
。

　
理
事
が
多
数
存
在
す
る
場
合
は
、
何
ら
か
の
団
体
を
形
成
し
て
職
務
を
行
う
の
が
普
通
で
あ
る
。
そ
の
理
事
団
が
職
務
を
行
う
意

思
決
定
に
は
、
財
団
組
織
法
の
規
定
に
従
う
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
が
、
特
に
一
人
又
は
少
数
の
理
事
が
決
定
す
る
場
合
の
外
は
、
一

般
に
理
事
団
構
成
員
の
多
数
決
に
よ
っ
て
決
定
す
る
場
合
が
多
い
。
し
か
し
、
そ
の
決
定
に
基
づ
く
執
行
は
、
組
織
法
の
示
す
と
こ

ろ
に
従
っ
て
、
業
務
執
行
者
が
行
う
場
合
が
多
い
。
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㈲
　
財
団
事
業
の
受
益
者

　
財
団
事
業
に
よ
っ
て
、
直
接
、
継
続
的
に
、
目
的
た
る
事
業
の
実
現
の
対
象
と
さ
れ
る
人
々
、
換
言
す
れ
ば
、
財
団
目
的
が
、
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
田

れ
ら
を
通
じ
て
具
現
化
さ
れ
る
人
々
を
受
益
者
と
呼
ぶ
。
例
え
ば
、
教
会
の
信
者
、
学
校
の
学
生
、
養
老
院
の
在
院
者
の
よ
う
な
も

の
で
、
財
団
事
業
を
自
ら
行
う
理
事
又
は
専
門
職
と
か
、
財
団
の
取
引
の
相
手
方
と
は
ち
が
う
。
財
団
は
、
一
定
の
個
人
的
利
益
を

取
扱
う
と
こ
ろ
の
一
定
目
的
（
例
え
ば
、
病
人
の
取
扱
、
貧
乏
人
に
対
す
る
助
力
等
）
を
追
及
す
る
。
し
か
し
そ
の
事
業
を
利
用
す

る
と
こ
ろ
の
病
人
と
か
貧
乏
人
は
、
財
団
の
構
成
員
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
彼
ら
は
、
事
業
の
創
設
の
時
か
ら
の
不
確
定
の

受
益
者
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
・

　
受
益
者
、
即
ち
財
団
利
益
が
奉
仕
す
る
人
々
は
、
社
団
に
相
当
す
る
地
位
と
し
て
の
社
員
権
を
持
た
な
い
。
即
ち
受
益
者
は
、
経

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
圓

営
上
の
参
加
権
も
、
理
事
任
命
に
付
て
の
影
響
力
も
な
い
。
言
換
え
る
と
、
財
団
の
収
益
が
奉
仕
す
る
と
こ
ろ
の
人
々
即
ち
受
益

者
は
、
管
理
に
つ
い
て
は
何
ら
の
持
分
が
な
い
。
彼
ら
は
全
く
の
受
益
者
で
あ
る
。
彼
ら
の
地
位
は
、
社
団
の
社
員
総
会
と
同
じ
段

階
に
立
つ
こ
と
を
承
認
さ
れ
て
い
な
い
。
彼
ら
の
法
的
立
場
は
寄
附
行
為
及
び
法
律
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
特
に
そ

れ
ら
寄
附
行
為
及
び
法
律
に
よ
っ
て
、
受
益
者
達
に
、
財
団
資
金
S
t
i
f
t
u
n
g
s
g
e
l
d
e
n
の
、
寄
附
行
為
上
の
利
用
に
つ
い
て
、
訴

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈲

証
法
上
の
請
求
（
権
）
が
あ
る
か
否
か
の
問
題
を
、
解
答
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
、
受
益
者
達
は
、
寄
附
行
為
の
如
何

な
る
変
更
、
又
は
財
団
財
産
の
消
滅
に
関
し
て
も
何
ら
の
持
分
権
も
な
い
。
そ
の
代
り
、
受
益
者
達
は
、
財
団
財
産
の
利
用
権
が
あ

る
。
そ
し
て
、
法
律
が
か
か
る
権
利
を
彼
ら
に
与
え
て
い
る
場
合
は
勿
論
、
法
律
に
規
定
が
な
く
て
も
、
寄
附
行
為
に
設
立
者
の
意
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㈲

思
が
示
さ
れ
た
場
合
は
、
か
か
る
利
用
権
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
叫

　
受
益
者
は
財
団
の
構
成
員
で
は
な
い
、
と
い
う
の
が
、
今
日
の
財
団
法
人
の
通
説
と
思
わ
れ
る
が
、
唯
ド
イ
ッ
「
中
世
に
於
て
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
哨

…
…
（
受
益
者
を
）
法
人
の
構
成
者
と
な
し
、
法
人
財
産
の
主
体
と
な
し
た
学
者
が
少
Ｌ
な
い
、
と
云
わ
れ
る
。

　
受
益
者
は
、
財
団
の
構
成
員
で
は
な
い
と
し
て
も
、
し
か
し
、
財
団
事
業
体
に
は
不
可
欠
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
民
法
に
は

受
益
者
の
規
定
が
な
い
。
も
し
民
法
に
財
団
事
業
の
規
定
を
置
い
た
場
合
は
、
当
然
規
定
せ
ら
れ
る
筈
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
な
い
か

ら
、
こ
れ
は
財
団
各
自
の
組
織
法
に
委
せ
た
の
で
あ
ろ
う
。
民
法
以
外
の
財
団
立
法
に
は
受
益
者
の
規
定
を
置
い
た
も
の
が
少
く
な

い
。
受
益
者
が
財
団
事
業
体
に
不
可
欠
で
あ
る
と
し
て
も
、
一
時
的
の
欠
缺
が
直
ち
に
財
団
事
業
を
停
止
す
る
と
い
う
の
で
は
な

い
。
そ
れ
が
急
ぎ
補
填
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
抽
象
的
観
念
で
あ
る
。
財
団
の
事
業
目
的
が
公
益
に
あ
る
場
合
は
、
受

益
者
は
不
特
定
多
数
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

　
受
益
者
の
範
囲
は
、
財
団
組
織
法
の
規
定
、
及
び
そ
れ
に
基
づ
く
管
理
者
の
指
令
、
慣
例
な
ど
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
る
。
財
団
受

益
者
の
範
囲
が
一
般
的
に
の
み
定
め
ら
れ
、
従
っ
て
そ
の
選
択
が
財
団
の
管
理
に
委
せ
ら
れ
た
と
き
は
、
こ
の
範
囲
に
属
す
る
や
否

や
に
関
す
る
意
見
の
相
違
に
つ
い
て
は
（
ド
イ
ッ
法
で
は
）
、
確
認
の
訴
を
提
起
す
る
こ
と
を
得
仙
、
と
い
う
。

　
勿
論
、
受
益
者
は
社
団
に
も
存
在
す
る
。
し
か
し
社
団
の
受
益
者
は
、
同
時
に
社
員
の
地
位
を
兼
ね
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
事
実

上
も
、
そ
う
し
た
場
合
が
多
い
の
に
反
し
て
、
財
団
の
受
益
者
は
、
構
成
員
と
し
て
の
地
位
を
も
ち
得
な
い
こ
と
は
既
に
触
れ
た
通

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
�

り
で
あ
る
。
こ
こ
に
財
団
受
益
者
の
特
色
が
あ
る
。

　
財
団
受
益
者
が
多
数
存
在
す
る
場
合
、
自
ら
団
体
を
組
織
す
る
こ
と
は
あ
り
得
る
が
、
そ
の
必
要
は
な
い
。
然
し
、
財
団
側
か
ら

は
、
そ
の
事
業
が
有
効
に
行
わ
れ
る
た
め
に
、
又
は
、
事
業
に
永
く
協
力
の
機
会
を
与
え
る
た
め
に
、
受
益
者
団
体
を
結
成
し
よ
う
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と
す
る
傾
向
が
あ
る
。
こ
の
た
め
に
受
益
者
を
、
例
え
ば
財
団
の
会
員
・
評
議
員
等
に
任
用
し
て
、
一
方
で
は
会
費
を
徴
収
し
、
他

方
で
は
事
業
の
運
営
等
に
参
加
さ
せ
る
。
こ
の
組
織
化
さ
れ
た
受
益
者
は
財
団
の
翼
賛
機
関
、
補
翼
団
体
と
は
な
り
得
て
も
、
財
団

の
支
配
者
で
な
い
こ
と
は
云
う
ま
で
も
な
い
。

　
で
は
、
受
益
者
は
財
団
に
対
し
て
如
何
な
る
権
利
を
も
つ
で
あ
ろ
う
か
。
多
く
の
場
合
、
受
益
者
は
一
般
的
、
当
然
に
は
、
財
団

に
対
し
て
主
張
し
得
る
個
人
的
権
利
を
何
ら
も
ち
得
な
心
。
こ
の
点
か
ら
も
、
社
員
と
ち
が
う
。
唯
、
受
益
者
の
財
団
に
対
す
る
請

求
権
は
、
寄
附
行
為
に
受
益
権
の
範
囲
が
明
か
に
規
定
さ
れ
て
い
れ
ば
勿
論
の
こ
と
、
明
示
的
な
規
定
が
な
く
て
も
、
設
立
者
の
意

思
に
添
う
よ
う
な
方
法
で
、
導
き
出
せ
る
。
何
れ
に
し
て
も
、
寄
附
行
為
の
解
釈
に
よ
っ
て
な
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈲

　
財
団
に
は
構
成
員
が
な
く
、
受
益
者
は
単
に
財
団
か
ら
受
動
的
に
利
益
を
う
る
も
の
で
あ
り
、
理
事
其
の
他
の
管
理
者
も
亦
、
制

度
上
ヽ
財
団
目
的
を
具
体
的
に
実
行
す
る
も
の
に
過
ぎ
な
い
。
財
団
は
所
謂
人
的
団
体
で
な
い
と
す
る
の
が
通
説
で
あ
脳
。

　
然
し
、
財
団
法
人
も
、
人
的
団
体
で
あ
る
と
い
う
主
張
が
あ
る
。
例
え
ば
、
ミ
シ
ュ
ー
は
、
わ
れ
わ
れ
が
社
団
に
つ
い
て
示
そ
う

と
し
た
理
論
は
、
法
人
に
示
す
構
造
の
相
違
が
も
た
ら
す
と
こ
ろ
の
変
遷
を
伴
い
な
が
ら
も
、
財
団
に
適
用
さ
れ
る
。
そ
こ
に
は
こ

の
基
本
団
体
が
存
在
す
る
。
一
は
、
受
益
者
集
団
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
、
他
は
経
営
者
集
団
で
あ
る
。
経
営
者
（
集
団
）
即
ち
集
団

意
思
の
組
織
（
体
）
は
、
受
益
者
集
団
が
（
財
団
の
）
内
部
に
在
る
の
に
比
し
て
、
設
立
者
に
よ
っ
て
一
定
条
件
の
下
に
外
部
か
ら

与
え
ら
れ
る
。
そ
れ
故
、
主
た
る
集
団
即
ち
受
益
者
集
団
は
、
こ
こ
で
は
第
二
の
集
団
即
ち
経
営
者
集
団
と
重
な
る
。
そ
し
て
、
一

方
は
他
方
の
よ
う
に
、
法
人
の
構
成
員
と
し
て
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
説
く
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
鳩
山
秀
夫
「
民
法
研
究
」

　
（
前
掲
四
七
七
頁
）
は
、
ミ
シ
ュ
ー
の
如
き
は
、
財
団
を
自
然
人
の
集
合
G
r
o
u
p
e
m
e
n
t

h
u
m
a
i
n
と
な
し
、
受
益
者
と
法
人

意
思
組
織
の
構
成
員
と
併
せ
て
そ
の
構
成
員
と
な
す
。
唯
、
均
し
く
自
然
人
の
集
合
に
し
て
、
社
団
財
団
そ
の
間
に
差
異
あ
る
は
、
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一
に
あ
っ
て
は
権
利
の
要
素
た
る
意
思
と
利
益
と
が
同
一
人
に
属
す
る
が
、
他
は
､
其
分
離
し
て
属
す
る
に
在
り
、
と
す
る
。
又
、

Ｏ
・
ギ
ー
ル
ケ
は
V
e
r
b
a
n
d
p
e
r
s
o
n
　
の
語
を
提
唱
し
て
､
　
　
　
V
e
r
b
a
n
d
p
e
r
s
。
n
の
も
つ
「
団
体
人
格
は
、
法
に
よ
っ
て
結
合

さ
れ
た
人
々
の
全
体
か
ら
区
別
せ
ら
れ
、
人
的
団
体
の
単
一
的
権
利
義
務
の
全
体
的
主
体
で
あ
る
べ
き
も
の
と
し
て
承
認
さ
せ
ら
れ

た
能
力
で
あ
る
」
と
し
､
「
今
曰
V
e
r
b
a
n
d
p
e
r
s
o
ｎ
に
つ
い
て
最
も
通
常
行
わ
れ
る
名
称
は
…
…
現
世
紀
に
於
て
普
通
行
わ
れ
る

名
称
そ
れ
自
体
、
云
う
に
足
り
な
い
か
又
は
欺
瞞
的
で
あ
る
と
こ
ろ
の
「
法
人
」
で
あ
心
一
Ｌ
と
し
て
V
e
r
b
a
n
d
p
e
r
s
。
n
の
名
称

を
「
法
人
Ｌ
の
名
に
置
き
代
え
た
。
し
か
し
､
そ
れ
と
共
に
そ
の
本
質
又
は
実
体
は
合
成
人
M
s
a
m
m
e
n
g
e
s
e
t
z
t
e

P
e
r
s
o
n
で

あ
る
と
し
、
「
V
e
r
b
a
n
d
p
e
r
s
。
ｎ
は
､
法
に
よ
る
人
格
者
に
過
ぎ
な
い
…
…
。
法
は
団
体
に
任
意
に
人
格
権
を
与
え
る
こ
と
も
、

拒
む
こ
と
も
で
き
る
…
…
。
国
家
は
唯
特
別
法
l
e
x

s
p
e
c
i
a
l
s
に
よ
っ
て
個
人
団
体
の
み
な
ら
ず
、
一
般
法
に
よ
っ
て
も
亦
、
一

定
種
類
の
あ
ら
ゆ
る
団
体
に
人
格
を
授
与
し
得
る
。
…
…
国
家
は
創
設
的
に
且
つ
消
滅
的
に
、
国
家
に
包
含
さ
れ
る
団
体
の
生
存
に

干
与
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
国
家
は
人
格
（
を
与
え
る
）
に
適
当
な
…
…
団
体
の
実
体
が
生
誕
（
す
る
こ
と
）
に
…
…
協
力
す
る
…

Ξ
こ
と
が
で
き
心
一
」
と
し
､
又
V
e
r
d
a
n
a
p
e
r
s
o
n
は
合
成
人
で
あ
る
。
彼
の
単
一
性
は
、
個
人
の
人
間
的
身
体
に
於
て
で
は
な

く
､
社
会
的
組
織
体
の
中
に
実
現
さ
れ
る
。
…
…
然
し
社
会
的
被
造
物
と
し
て
、
最
も
中
心
的
な
本
質
に
於
て
は
、
自
然
的
被
造
物

か
ら
全
く
区
別
さ
れ
玩
､
と
し
､
さ
ら
に
、
財
団
は
､
独
立
の
社
会
的
有
機
体
で
あ
る
。
寄
附
行
為
者
の
精
神
は
財
団
の
中
に
活
動

し
て
い
る
。
設
立
者
の
意
思
及
び
身
体
は
､
こ
の
意
思
活
動
の
た
め
に
作
ら
れ
た
団
体
が
作
っ
た
も
の
で
あ
る
。
財
団
は
、
社
団
及

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
匈
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
叫

び
公
的
営
造
物
と
同
様
に
V
e
r
b
a
n
d
p
e
r
s
o
n
で
あ
る
、
と
し
て
財
団
の
団
体
的
性
格
を
主
張
す
る
。
又
デ
ル
ン
ブ
ル
ヒ
も
「
社

団
及
び
財
団
は
､
人
間
社
会
m
e
n
s
c
h
l
i
c
h
e
n

G
e
s
e
l
l
s
c
h
a
f
t
の
組
織
を
通
じ
て
要
永
さ
れ
､
且
つ
彼
（
人
間
社
会
）
に
根
拠

す
る
社
会
的
形
成
物
に
な
る
。
こ
こ
か
ら
彼
は
自
主
的
に
展
開
す
る
Ｌ
と
云
っ
て
、
財
団
の
団
体
性
を
説
く
。
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財
団
の
団
体
性
に
つ
い
て
は
、
さ
ま
ざ
ま
の
批
判
が
行
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
、
○
・
ギ
ー
ル
ケ
に
対
す
る
も
の
を
二
、
三

み
よ
う
。
例
え
ば
F
r
l
∃
Q
L
一
は
ギ
ー
ル
ケ
が
V
e
r
b
a
n
d
p
e
r
s
o
n
と
し
て
語
っ
た
よ
う
な
概
念
設
定
に
関
し
、
財
団
に
人

的
結
合
体
の
存
在
の
必
要
は
な
い
。
財
団
は
理
事
と
し
て
の
…
…
個
人
に
よ
っ
て
管
理
さ
れ
得
る
。
受
益
者
は
全
く
何
ら
の
団
体
を

設
立
す
る
必
要
は
な
く
、
又
、
権
利
主
体
と
し
て
理
解
さ
れ
る
必
要
は
な
い
と
し
、
又
、
y
･
H
ﾛ
恥
は
、
「
ギ
ー
ル
ケ
は
、
財
団

を
恰
も
「
独
立
的
、
社
会
的
有
機
体
で
あ
る
。
彼
の
精
神
は
、
彼
の
中
に
働
い
て
い
る
設
立
者
の
意
思
を
、
及
び
彼
の
身
体
は
、
こ

れ
ら
の
意
思
の
実
現
の
た
め
に
組
立
て
ら
れ
た
人
間
の
団
体
V
e
r
b
a
n
d
を
、
形
成
す
る
」
と
特
色
づ
け
て
い
る
。
し
か
し
、
こ

こ
で
、
概
念
的
よ
り
も
比
喩
的
解
釈
を
用
う
る
こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
に
迷
惑
な
こ
と
で
あ
る
。
け
だ
し
、
精
神
や
身
体
を
非
人
間
的

実
在
W
e
s
e
n
に
つ
い
て
あ
て
は
め
る
こ
と
は
、
何
ら
法
律
的
概
念
で
は
な
い
か
ら
Ｌ
と
非
難
す
る
。
さ
ら
に
、
鳩
山
秀
夫
「
民

法
研
究
」
前
掲
第
四
八
〇
頁
も
、
ギ
ー
ル
ケ
の
主
張
に
対
し
、
し
か
し
、
「
意
思
組
織
の
存
在
を
要
素
と
す
る
の
み
な
ら
ず
、
其
構

成
者
を
以
て
直
ち
に
人
格
構
成
の
要
素
と
な
す
と
き
は
偶
々
理
事
の
欠
缺
あ
ら
ば
財
団
法
人
は
其
人
格
を
喪
失
す
る
に
至
る
べ
し
。

加
之
、
意
思
あ
る
が
故
に
直
ち
に
人
格
あ
り
と
い
ふ
は
管
理
者
を
以
て
権
利
の
主
体
と
な
す
も
の
な
り
Ｌ
と
非
難
し
、
又
、
「
ベ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
帥

ゼ
レ
ル
・
ギ
ー
ル
ケ
一
派
の
団
体
人
格
説
が
財
団
法
人
を
説
明
す
る
に
当
り
て
多
少
論
旨
の
精
鋭
を
欠
く
」
と
い
う
。
松
本
蒸
治
前

掲
ら
も
「
多
数
ノ
団
体
説
ノ
論
者
ハ
財
団
法
人
ヲ
以
テ
寄
附
行
為
者
ノ
意
思
ヲ
其
精
神
ト
シ
有
機
的
組
成
体
ヲ
其
身
体
ト
ス
ル
団
体

ト
ス
」
。
し
か
ら
ば
「
構
成
者
タ
ル
財
団
法
人
ノ
構
成
者
タ
ル
管
理
者
ニ
シ
テ
一
時
曠
欠
ス
ル
ト
キ
ハ
法
人
ハ
其
身
体
ヲ
失
フ
ノ
結

果
解
散
ス
ル
ニ
至
ラ
サ
ル
ヲ
得
ス
。
是
レ
団
体
ノ
自
然
的
存
在
ヲ
主
張
ス
ル
謬
想
ョ
リ
生
ス
ル
不
可
避
ノ
結
論
タ
リ
Ｌ
と
い
う
。

　
右
の
批
判
で
み
る
通
り
、
現
代
の
、
意
思
形
成
者
の
み
を
結
合
体
の
構
成
員
と
み
る
団
体
理
論
で
は
、
受
益
者
も
管
理
者
も
共
に

意
思
形
成
者
で
は
な
い
か
ら
、
財
団
の
構
成
員
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
従
っ
て
、
こ
の
見
解
か
ら
は
、
財
団
の
人
的
団
体
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性
は
認
め
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
財
団
事
業
体
と
い
う
広
い
分
野
か
ら
み
る
と
、
そ
こ
に
は
管
理
者
と
共
に
受
益
者
が
不
可
欠
的
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
叫

存
在
し
、
そ
こ
に
は
、
望
ま
れ
た
共
存
、
即
ち
社
会
が
存
在
す
る
。
そ
う
す
る
と
、
も
し
、
財
団
を
財
団
事
業
体
と
い
う
点
に
ま
で

拡
大
し
て
観
察
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
な
ら
、
そ
の
限
り
に
於
て
、
財
団
も
人
的
団
体
を
含
む
と
云
い
得
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
な
お
、
財
団
概
念
を
狭
く
解
し
つ
つ
、
法
人
理
論
を
展
開
し
、
受
益
者
又
は
執
行
機
関
を
も
含
め
た
広
域
の
結
合
体
を
み
て
（
民
法

法
人
以
外
の
法
人
に
言
及
す
る
の
で
あ
る
が
）
、
こ
れ
を
財
団
と
団
体
の
中
間
的
法
人
又
は
特
殊
法
人
で
あ
る
と
す
る
見
‰
が
あ
る
。

そ
れ
に
よ
る
と
「
法
人
の
内
部
組
織
に
よ
る
区
別
と
し
て
、
団
体
と
財
団
の
中
間
的
な
も
の
が
存
在
す
る
。
一
定
の
財
産
を
中
心
と

し
、
そ
の
維
持
を
目
的
と
し
な
が
ら
、
し
か
も
、
人
的
団
体
た
る
要
素
を
包
含
す
る
も
の
で
あ
る
Ｌ
、
と
し
、
そ
の
例
に
㈲
宗
教
法

人
を
あ
げ
、
こ
れ
は
「
一
面
に
於
て
堂
宇
・
会
堂
を
備
へ
、
特
殊
の
財
産
を
基
礎
と
す
る
（
こ
の
物
的
要
素
は
、
社
団
財
産
の
よ
う

な
単
な
る
手
段
で
は
な
い
）
。
し
か
も
他
面
に
於
て
は
、
壇
徒
・
信
者
・
宗
教
教
師
・
僧
侶
な
ど
の
団
体
と
い
う
人
的
要
素
を
包
含

す
る
（
こ
の
人
的
要
素
は
、
法
人
の
目
的
の
構
成
に
参
与
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
財
団
の
役
員
と
は
異
な
る
）
。
そ
の
他
、
㈲
私
立

学
校
法
施
行
前
の
学
校
経
営
の
た
め
の
社
団
法
人
は
、
そ
の
本
質
は
中
間
的
の
も
の
で
あ
る
。
朗
多
数
の
会
員
の
協
力
に
よ
っ
て
達

成
す
べ
き
団
体
の
本
質
を
有
す
る
も
の
が
、
財
団
法
人
の
形
式
を
と
る
の
如
き
で
あ
る
Ｌ
、
と
い
う
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
財
団
又
は

社
団
に
属
さ
な
い
、
別
な
結
合
形
態
を
考
え
て
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
か
。
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輯
　
財
団
の
財
産

　
財
産
は
、
財
団
の
構
成
要
素
で
あ
っ
て
、
財
団
の
成
立
、
存
続
に
不
可
欠
で
あ
る
。
こ
の
点
、
各
種
の
財
団
立
法
も
、
理
論
も
認
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
印

る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
例
え
ば
H
.
L
e
h
m
a
i
i
ｐ
は
､
こ
の
（
財
団
）
組
織
の
重
要
な
点
は
、
設
立
目
的
の
た
め
に
財
団
財
産
を
結
合

す
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
た
め
に
、
財
団
が
な
お
、
法
人
格
を
伴
う
目
的
結
合
体
の
特
別
財
産
と
し
て
表
示
さ
れ
な
く
て

は
な
ら
な
い
、
と
し
、
鳩
山
秀
夫
「
増
補
改
訂
日
本
民
法
総
論
Ｌ
一
五
六
頁
も
「
財
団
法
人
ハ
…
…
一
定
ノ
目
的
ニ
供
セ
ラ
レ
タ
ル

財
産
ヲ
中
心
ト
ス
ル
法
人
ナ
リ
」
と
し
、
ヴ
ィ
ン
ド
シ
ャ
イ
ド
は
、
財
団
法
人
は
一
定
の
目
的
に
つ
き
、
財
産
を
移
転
し
、
捧
げ
、

引
渡
す
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
す
る
、
と
い
い
、
デ
ル
ン
ブ
ル
い
も
亦
、
財
団
は
、
も
し
財
団
財
産
の
欠
缺
の
た
め
に
、
機
関
が
活
動

を
休
止
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
場
合
は
、
消
滅
す
る
、
と
い
っ
て
、
財
団
に
於
け
る
財
産
の
重
要
性
を
そ
れ
ぞ
れ
強
調
の
す
る
。

　
財
産
は
財
団
に
と
っ
て
不
可
欠
の
構
成
要
素
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
財
団
は
多
数
の
普
通
法
学
者
が
認
め
る
よ
う
に
、
財
産
の
消

滅
に
よ
っ
て
直
ち
に
財
団
が
消
滅
す
る
も
の
で
は
な
ぺ
。

　
こ
こ
で
、
財
産
と
人
と
の
一
般
的
関
係
に
触
れ
て
お
く
。
一
般
に
、
一
人
格
者
の
権
利
義
務
の
集
合
体
は
財
産
の
中
に
入
る
。
即

ち
、
財
産
は
こ
れ
ら
権
利
義
務
の
容
れ
物
で
あ
る
。
人
は
し
ば
し
ば
、
財
産
は
「
あ
る
人
の
権
利
や
財
産
b
i
e
n

j
を
合
む
と
い

う
。
し
か
し
、
そ
れ
で
は
不
正
確
な
（
表
現
）
で
あ
る
。
財
産
は
、
一
人
の
人
が
所
有
者
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
財
産
は
、
人
の
全
て

の
財
産
即
ち
物
権
（
特
に
所
有
権
）
、
人
権
、
無
体
財
産
権
を
含
む
。
容
れ
物
は
、
そ
れ
が
財
産
で
あ
る
場
合
、
い
わ
ば
外
部
の
世

界
か
ら
、
そ
れ
が
包
含
す
る
権
利
か
ら
、
独
立
す
る
。
容
れ
物
は
結
局
そ
れ
ら
（
権
利
）
を
集
合
す
る
。
そ
れ
ら
の
権
利
は
皆
、
一
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の
集
団
を
形
成
し
、
あ
る
規
則
に
従
わ
せ
ら
れ
る
に
す
ぎ
な
い
・
財
産
は
人
に
所
属
し
て
の
み
存
在
し
得
る
に
過
ぎ
な
い
。
財
産
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈲
　
　
　
　
　
　
帥

な
け
れ
ば
、
そ
れ
を
支
持
し
、
奉
仕
す
る
と
こ
ろ
の
人
も
な
い
。
又
、
あ
る
見
解
は
「
オ
ブ
リ
及
び
ロ
ー
の
論
文
に
よ
れ
ば
財
産
は

必
ず
人
格
者
に
結
び
付
け
ら
れ
る
。
財
産
は
『
人
格
の
現
れ
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
人
格
者
の
み
が
そ
れ
ら
相
異
な
る
（
財
産
上
の
）

諸
権
利
を
結
合
し
、
法
的
一
般
性
を
創
造
で
き
る
」
と
し
て
お
り
Ｌ
、
又
「
オ
ブ
リ
及
び
ロ
ー
は
（
財
産
と
人
格
と
に
関
し
て
）
、
三

つ
結
論
を
出
し
て
お
る
。
唯
人
格
者
の
み
財
産
を
持
つ
。
全
て
の
人
格
者
は
一
の
財
産
を
持
つ
。
全
て
の
人
格
者
は
一
の
財
産
を
持

つ
に
過
ぎ
な
い
Ｌ
、
と
す
る
。
更
に
、
人
格
の
み
財
産
を
所
有
し
得
る
ー
財
産
の
保
持
に
役
立
つ
と
こ
ろ
の
自
然
人
又
は
法
人
な

く
し
て
財
産
は
あ
り
得
な
い
。
フ
ラ
ン
ス
法
に
認
め
ら
れ
た
こ
の
原
則
は
、
（
し
か
し
）
財
団
の
設
立
に
関
し
て
は
極
め
て
不
便
を

示
す
。
財
団
は
、
一
定
目
的
、
例
え
ば
病
院
の
設
立
及
び
活
動
に
関
し
て
、
一
定
財
産
の
集
団
的
充
当
で
あ
る
。
然
し
、
こ
の
古
典

的
提
題
を
与
え
ら
れ
な
が
ら
、
こ
の
財
産
集
団
は
、
そ
れ
が
あ
る
事
業
に
充
当
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
行
為
の
み
に
よ
っ
て
は
、
財
団
を

構
成
し
な
い
。
そ
の
事
業
は
ま
づ
、
人
格
を
取
得
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
（
取
得
の
）
瞬
間
か
ら
、
財
団
は
、
全
て
の
自
然
人
又

は
法
人
の
よ
う
に
一
の
財
産
を
も
ち
、
（
そ
し
て
）
そ
の
資
産
の
中
に
、
設
立
者
は
、
そ
の
事
業
に
充
当
し
よ
う
と
欲
す
る
と
こ
ろ

の
財
産
を
注
ぎ
込
む
で
あ
ろ
う
、
と
す
る
。

　
右
に
人
格
者
と
財
産
と
の
関
係
に
触
れ
た
が
、
次
に
財
団
と
の
特
殊
な
関
係
を
み
よ
う
。
財
産
は
財
団
に
於
て
は
如
何
な
る
機
能

又
は
役
割
を
も
っ
て
い
る
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
財
団
に
於
け
る
財
産
は
、
一
に
は
、
財
団
目
的
を
実
現
す
る
た
め
の
手
段
た

る
機
能
と
、
二
に
は
財
団
結
合
体
を
構
成
す
る
主
体
的
役
割
と
を
も
つ
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
ま
づ
、
財
産
の
手
段
的
性
質
に
つ
い
て
。
財
団
に
は
、
設
立
者
の
与
え
た
目
的
を
永
続
的
に
実
現
し
て
い
く
た
め
に
、
一
定
の
財

産
が
必
要
で
あ
る
。
即
ち
、
財
団
は
社
団
と
ち
が
っ
て
社
員
を
持
た
な
い
か
ら
、
社
費
が
認
め
ら
れ
な
い
。
財
団
（
利
益
）
が
永
続
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㈲

的
に
供
せ
ら
れ
る
た
め
に
、
そ
れ
を
存
続
可
能
な
ら
し
め
る
と
こ
ろ
の
資
源
を
、
最
初
か
ら
用
意
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
れ
を

別
な
面
か
ら
云
う
と
、
寄
附
行
為
者
は
財
産
に
一
定
の
目
的
を
託
し
て
、
目
的
の
永
続
的
顕
現
を
は
か
ろ
ら
と
す
る
。
従
っ
て
、
万

一
財
産
が
滅
失
す
れ
ば
寄
附
行
為
者
の
目
的
は
実
現
さ
れ
な
く
な
ろ
う
。
そ
の
結
果
財
団
は
消
滅
す
る
。
財
産
が
存
在
す
る
限
り
、

寄
附
行
為
者
の
目
的
は
永
続
し
得
る
機
会
を
持
つ
こ
と
に
な
ろ
う
。
か
く
て
財
産
は
財
団
目
的
を
永
続
的
に
実
現
し
て
い
く
た
め
の

手
段
で
あ
恥
・
学
者
も
亦
、
「
財
団
に
付
て
之
を
見
れ
ば
、
其
財
産
の
一
団
が
一
定
の
目
的
に
供
せ
ら
る
る
は
…
…
財
産
の
存
在
自

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
帥

身
が
目
的
に
非
ず
し
て
一
定
の
目
的
に
使
用
せ
ら
る
る
こ
と
が
其
存
在
の
理
由
」
で
あ
る
と
い
う
。
従
っ
て
、
寄
附
財
産
を
以
て
権

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈲

利
主
体
と
す
る
の
は
正
当
で
は
な
い
。
寄
附
財
産
は
財
団
の
客
体
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
次
に
財
産
の
主
体
的
性
格
に
つ
い
て
。
財
産
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
手
段
性
を
も
つ
と
共
に
、
財
団
意
思
と
結
合
し
て
、
統
一

的
、
独
立
的
、
社
会
的
結
合
体
を
形
成
す
る
。
財
産
は
か
く
て
、
主
体
的
構
造
を
形
成
す
る
。
財
産
が
、
一
方
で
は
手
段
的
性
格
を

も
ち
、
他
方
で
は
主
体
的
性
質
を
備
え
る
と
い
う
こ
と
は
、
夫
々
ち
が
っ
た
視
点
か
ら
考
察
す
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
矛
盾
は
生

じ
な
い
。

　
惟
う
に
、
自
然
人
は
財
産
を
欠
く
た
め
に
、
主
体
性
を
失
う
こ
と
は
な
い
。
然
る
に
、
財
団
は
し
ば
し
ば
触
れ
た
よ
う
に
、
設
立

者
の
意
思
又
は
目
的
と
財
産
の
結
合
体
で
あ
り
、
そ
の
意
思
又
は
目
的
は
、
財
産
と
結
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
存
続
し
、
表
現
し
、

具
体
化
す
る
。
こ
の
点
か
ら
、
財
団
の
実
体
を
単
に
財
産
の
集
合
体
で
あ
る
、
と
い
う
見
解
、
例
え
ば
、
財
団
を
「
物
の
集
合
体
で

あ
る
Ｌ
と
し
、
そ
れ
ら
は
「
個
々
に
、
私
法
秩
序
に
於
て
、
法
人
と
し
て
承
認
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
Ｌ
、
「
財
団
と
営
造
物
、
財
産

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
叫

集
合
体
そ
れ
ら
は
特
別
な
継
続
的
目
的
の
た
め
に
、
固
有
な
利
益
の
所
有
者
と
し
て
…
…
承
認
さ
れ
て
い
る
」
と
い
う
よ
う
な
見
解

に
は
く
み
し
得
な
い
。
単
な
る
財
産
自
体
は
財
団
の
客
体
で
あ
る
。
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さ
ら
に
、
財
産
の
主
体
的
性
格
か
ら
は
、
所
謂
信
託
的
財
団
又
は
非
独
立
的
財
団
も
、
本
稿
の
財
団
の
範
疇
に
入
れ
な
い
。
例
え

ば
、
信
託
的
財
団
に
は
（
権
利
能
力
あ
る
）
財
団
に
関
す
る
…
…
規
定
は
…
…
適
用
も
為
し
…
…
得
な
い
。
（
同
様
に
）
　
一
定
の
目

的
、
…
…
（
例
え
ば
戦
傷
者
の
扶
助
）
の
た
め
に
…
…
調
達
し
た
財
産
（
集
合
財
産
）
は
、
Ｉ
Ｉ
香
香
Ｉ
Φ
財
団
と
し
て
又
は
財
団
に
似
て
取

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
帥

扱
わ
れ
る
独
立
法
主
体
と
み
な
す
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
又
「
既
存
の
法
人
、
例
え
ば
…
…
大
学
に
、
一
定
の
目
的
の
た
め
に
（
奨

学
資
金
）
為
さ
る
る
出
捐
…
…
に
よ
っ
て
権
利
能
力
あ
る
財
団
が
成
立
す
る
こ
と
は
な
い
Ｌ
。
「
信
託
財
団
に
は
（
権
利
能
力
あ
る
）

財
団
に
関
す
る
（
ド
イ
ツ
）
民
法
の
規
定
は
適
用
も
類
推
も
之
を
為
し
得
な
い
」
。
「
一
定
の
目
的
、
例
え
ば
…
…
記
念
碑
建
設
の
た

め
に
す
る
募
金
に
よ
っ
て
拠
出
せ
ら
れ
た
財
産
も
亦
、
之
を
財
団
又
は
財
団
と
同
様
に
取
扱
ふ
べ
き
独
立
的
権
利
主
体
と
見
る
べ
き

で
は
な
ら
Ｌ
、
と
し
、
又
、
単
な
る
財
産
の
み
で
、
一
定
の
目
的
又
は
意
思
と
結
合
し
な
い
場
合
は
、
独
立
な
社
会
的
、
独
立
的
活

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
叫

動
体
と
な
り
得
な
い
こ
と
を
主
張
す
る
。

　
財
産
が
財
団
の
主
体
性
を
構
成
す
る
一
要
素
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
し
か
し
、
法
人
理
論
に
於
け
る
所
謂
目
的
財
産
説
と
同
じ

よ
う
に
考
え
る
の
で
は
な
い
。
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